
 

八幡浜市合葬式納骨施設 

使用のご案内 
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近年、少子高齢化や核家族化の影響などにより、先祖のお墓を継承し維持するこ

とが難しいご家庭が増えています。 

 八幡浜市では、こうしたお墓に関する不安をやわらげ、市民が人生の終末期まで

安心して過ごせるように、合葬式納骨施設を整備します。 
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⑴ 従来のお墓とは異なり、ご遺族の焼骨（骨壺）を納骨室の納骨壇(ロッカー形式)

に収蔵します。使用期間が経過した後は、他の焼骨とともに合葬室に合葬し、永

代に収蔵します。なお、合葬室のみの使用も可能です。 

⑵ 納骨壇の使用については、ご遺族の焼骨のほか、申請者がご自身の使用を生前に

申し込むことができます。 

⑶ 参拝は、施設の開館時間において参拝所で自由に行うことができます。 

⑷ 宗教や宗派による使用制限はありませんが、法要や儀式を行うことはできませ

ん。 

⑸ 焼骨の管理は、八幡浜市が行います。 

 

 

 

 

⑴  焼骨  とは 

火葬後の故人のご遺骨 

⑵  納骨壇(だん)  とは 

骨壺に入った焼骨を収蔵するロッカー形式の棚（使用期限あり） 

⑶  合葬室  とは 

焼骨のみを他の焼骨と合同で収蔵する部屋（永代使用） 

⑷  祭しを主宰(しゅさい)する方  とは 

葬儀の喪主や法事の施主など、先祖のご遺骨を守っていく立場にある方 

⑸  被収蔵者  とは 

納骨施設に収蔵される方 

⑹  埋蔵  とは 

お墓にご遺骨を納めること 

⑺  収蔵  とは 

納骨施設にご遺骨を納めること 

⑻  改葬  とは 

すでにお墓や納骨施設に埋蔵・収蔵されているご遺骨を、他のお墓や納骨施設

へ移すこと 
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⑴ 場所 愛媛県八幡浜市若山９番耕地４９番地１ やすらぎ聖苑敷地内 

⑵ 建物 ＲＣ造平屋 延面積約９８㎡ 

⑶ 設備 

① 納骨室 

・納骨壇 第Ⅰ期９６区画１２８体収蔵 

（１体用６４区画６４体 ２体用３２区画６４体） 

（最大第Ⅲ期２８８区画３８４体まで増設可能です。） 

・合葬室 約２，０００体収蔵 

② 参拝所 

③ 駐車場 約３０台収容（やすらぎ聖苑と兼ねています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設設置場所 

やすらぎ聖苑 

 施設内配置図 
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⑴ 納骨壇 

① 焼骨（骨壺）は、使用許可を受けた日から最長３０年間は、納骨室の納骨壇

に収蔵し、使用期間経過後は、他の焼骨とともに合葬室に永代に収蔵します。

（納骨壇の使用期間は１年単位で申込時に設定し、その後１回のみ使用期間

の変更ができます。） 

② 焼骨（骨壺）は、使用者自らが納骨壇へ収蔵することができます。ただし、

収蔵後は、焼骨（骨壺）を返還する場合等を除いては、納骨室に入室するこ

とができません。 

③ 生前予約ができます。（６５歳以上の使用申請者ご本人に限ります。使用開

始日は焼骨収蔵日となります。） 

 

                                  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                   

         

                          

     

 

 

 

※使用する骨壺は６寸用以下とすること。 

（縦２０㎝・横２０㎝・高さ２２㎝以内） 

 

納骨壇 １体用 納骨壇 ２体用 

骨壺収蔵図 

（上から） 

骨壺収蔵図 

（上から） 

６寸骨壺 

（横から） 
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⑵ 合葬室 

① 納骨壇の焼骨（骨壺）は、使用期間経過後、焼骨のみを他の焼骨とともに合

葬室に永代に収蔵します。 

② 合葬室のみを使用する場合、使用者は、焼骨を自ら納骨室まで持ち込むこと

ができます。ただし、収蔵後は納骨室に入室することはできません。 

③ 合葬室への収蔵は市が行います。合同で収蔵するため焼骨の返還はできませ

ん。 

④ 合葬室の使用については生前予約ができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 参拝は、施設の開館時間（１月１日及び友引の日以外の９：００～１７：００）

の間、参拝所で自由に行うことができます。献花台を設けていますので焼香や献

花も行うことができます。 

⑵ 参拝後は、ろうそくや線香など 

火気の後始末を必ずしてください。 

⑶ 市では、法要や儀式などの宗教的な 

行事は行いません。 

使用者が、施設内で宗教的な行事を 

行うこともできません。 

 

 

 

 

 

合葬室 

献花台 
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使用申請時に、使用区分に応じた使用料を全額納めてもらいます。 

⑴ 納骨壇の使用（１年間～３０年間 申請者自ら使用期間を決めます。） 

① １体用納骨壇 １年間につき１０，０００円 

（例） １年間使用  １０，０００円 

１０年間使用 １００，０００円 

３０年間使用 ３００，０００円 

（使用期間終了後の合葬室への収蔵使用料を含む） 

 

② ２体用納骨壇  １年間につき２０，０００円（夫婦の納骨に限る） 

（例） １年間使用  ２０，０００円 

１０年間使用 ２００，０００円 

３０年間使用 ６００，０００円 

（使用期間終了後の合葬室への収蔵使用料を含む） 

⑵ 合葬室のみ使用（永代）  

１体につき１０，０００円 

 

参拝所                       

 

 

 

 

 納骨室   
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⑴ 八幡浜市に住所又は本籍がある方で、収蔵される方の祭しを主宰する方 

⑵ 八幡浜市外の方で、収蔵される方(死亡時に八幡浜市に住所又は本籍があった

方)の祭しを主宰する方 

⑶ 八幡浜市に住所又は本籍がある方で、生前に納骨壇の使用を予約する方（使用申

請時に６５歳以上の方に限る） 

⑷ その他市長が必要と認めるとき 

 

     種 別 必 要 書 類 

⑴ 

⑵ 

「通常納骨」 

埋蔵・収蔵前の焼骨を 

所持している場合 

・使用許可申請書 

・使用申請者の本籍地の記載のある住民票 

・火葬・埋葬許可証(自治体が発行するもの) 

・申請者と被収蔵者の続柄が確認できる戸籍謄本等 

・(2)の場合 収蔵される方の住民票の除票又は死亡記

載のある戸籍謄本等  

「改葬」 

他の墓地等から遺骨を 

移す場合（※） 

・使用許可申請書 

・使用申請者の本籍地の記載のある住民票 

・改葬許可証(自治体が発行するもの) 

・申請者と被収蔵者の続柄が確認できる戸籍謄本等 

・(2)の場合 収蔵される方の住民票の除票又は死亡記

載のある戸籍謄本等 

⑶ 「生前予約」をする場合 
・使用許可申請書 

・使用申請者の本籍地の記載のある住民票 

※改葬の場合は、収蔵前に必ず再火葬が必要となります。 
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申 請 書 の 提 出  

 

⚫ 申請（申込）書を入手してください。 

【配布場所】八幡浜市役所（２階）生活環境課 

【ダウンロード】市役所ホームページ 

⚫ 申請書に必要書類を添えて提出してくだ

さい。（郵送可） 

   

資 格 審 査  

 

⚫ 市で資格審査を行い、使用資格のある方

に使用料の「納付書」を送付します。（約

２週間） 

   

使 用 料 の 納 付  

 

⚫ 納付書により使用料を指定金融機関等に

納付してください。 

   

   

使用許可証の交付  

 

⚫ 使用料の納付確認後「使用許可証」と「収

蔵届」を送付します。（約１～２週間） 

   

   

収 蔵 日 時 の 決 定  

 

⚫ 収蔵日時を事前に市と調整した上で「収

蔵届」を提出してください。（郵送可） 

   

   

収 蔵  

 

⚫ 決定した収蔵日時に、「焼骨」、「使用許可

証」、「収蔵届」を納骨施設にご持参くださ

い。 

   

 

 

  

申請者 

 

八幡浜市 

 

申請者 

 

八幡浜市 

 

申請者 

 

申請者 
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⑴ 申請（申込）の前に 

 

親族のみなさんで、まずはよくご相談下さい。 

✓ 歴代のお墓を残す場合、お墓の管理はどなたが行うか。 

✓ 生前予約の場合、死亡後の火葬や収蔵手続はどなたが行うか。 など 

 

⑵ 使用上の注意 

① 収蔵できるものは、焼骨及び骨壺です。それ以外のもの（骨箱や写真、副葬

品など）は収蔵できません。 

② 焼骨及び骨壺は、乾燥させ清潔な状態で納めてください。特に改葬の際には

再火葬を行うなど配慮をお願いします。 

③ 焼骨を収蔵する納骨壇の位置（ロッカーの場所）は指定できません。使用許

可の順に市が決定します。 

④ 納骨壇の使用期間を経過した焼骨は、市が骨壺から取り出し他の焼骨ととも

に合葬室に合葬します。使用者には使用期間終了等の連絡はしません。 

⑤ 納骨壇に収蔵されている焼骨（納骨壇の使用期間中）の返還は可能です。合

葬室に収蔵された焼骨の返還はできません。 

⑥ 焼骨の返還による既納使用料の還付は、特別の事由がある場合を除きしませ

ん。 

⑦ 納骨壇に焼骨を収蔵した後は、焼骨の返還を求める場合を除き納骨室に立ち

入ることはできません。 

 

※ 使用申請（申込）手続については「八幡浜市合葬式納骨施設使用申請要領」をご

参照ください。 

※ 施設のご使用に際しては、「墓地、埋葬等に関する法律」、「八幡浜市墓地条例」、

「八幡浜市墓地条例施行規則」の規定を遵守してください。 
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●八幡浜市街地から 

❶国道３７８号から県道２５号に左折（西予市宇和・三瓶方面） 

➋日ノ浦橋交差点を県道２６号に右折（西予市三瓶方面） 

➌市民スポーツパークに向けて左折し約２キロメートル先 

 

 

 

 

 〒７９６－８５０１ 愛媛県八幡浜市北浜一丁目１番１号 

 八幡浜市役所 市民福祉部 生活環境課（八幡浜庁舎２階） 環境衛生係 

 ＴＥＬ（０８９４）２２－３１１５ ＦＡＸ（０８９４）２２－５９９０ 

 

 

 

 

合葬式納骨施設 
(やすらぎ聖苑敷地内) 


